
令和 3年 6月 14日 

日本原燃株式会社 

設工認共通事項に関する基本ロジック 

 新規制基準を受けた設工認申請について、申請書に記載すべき事項、申請

対象設備、効率的な申請等を考慮した分割申請の計画など、申請書作成に

あたって明確にすべき事項を体系的に整理する。

 上記整理にあたっては、要求事項を網羅的に展開するため、法令及び原子

力規制委員会文書「日本原燃株式会社再処理施設に係る設計及び工事の計

画の認可の審査、使用前事業者検査の確認等の進め方について（令和２年

６月２４日）」、先行して新規制基準を受けた設工認申請を行っている発電

炉の申請書を踏まえるものとする。

 今回の設工認申請は、新規制基準を受け既設工認から変更する事項に対し

て申請を行うことから、それを前提として、新規制基準を受けた設工認申

請全体に対し共通的な考え方として、申請書本文（基本設計方針、仕様表

等）、添付書類（計算書、説明書、添付図面）で記載すべき事項・記載方

法、申請対象設備の選定の考え方および補足説明すべき項目等を、発電炉

の設工認申請を参考に明確にする。

（基本設計方針） 

 発電炉の記載を参考とし、新規制基準を踏まえた変更点が明確になるよ

う前後表とし、変更後については、新規制基準による規則要求の変更有

無を踏まえ、事業変更許可申請書の本文、添付書類記載事項をもとに設

計の概念、基本的な考え方等を記載する。

 変更前については、変更後の記載をもとに、既設工認で設計方針等とし

て示していたもの、明示していないものの既設工認の記載を詳細展開し

た内容であり、従前から設計上実施していたもの等を抽出し記載する。

 分割申請において漏れなく申請されることを示すため、要求種別や申請

対象設備との関係を踏まえて、分割申請における申請書ごとに申請対象

とする基本設計方針の項目を明確にすることとする。また、基本設計方

針は、事業変更許可申請書 本文、添付書類記載事項をもとに基本設計

方針として担保すべき事項を記載するとともに、発電炉との比較を行う

ことにより、基本設計方針として担保すべき事項を抜けなく展開する。

（仕様表） 

 機能、性能として設定すべき値等を記載するという目的を達成するた

め、発電炉別表第二および工認手続きガイドを参考に設定することと

し、効率的な申請となるよう類似の機器を同一の形式で取り扱うよう機

種設定などを行うことで記載項目の設定を行う。

 既設工認仕様表記載項目で今回の設工認で仕様表に記載しない項目（既

設工認仕様表の特記事項等）については、記載項目の重要度、記載内容

に応じて基本設計方針、添付書類、添付図面のいずれかに展開する。

 変更前後の記載方法は、発電炉での考え方と同様とし、「新規制基準に
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よる追加要求により仕様に追加、変更が生じるもの」、「更新により仕様

が変わるもの」、「新規に設置するもの」を変更後に記載する。なお、

「既認可から仕様が変わらないもの」、「既認可に記載がないが、既設と

して設置済みであり、従前から施設の一部として設計、管理され、記載

の適正化として追加するもの」は変更前に記載する。 

（添付書類） 

 事業変更許可どおりであること、技術基準へ適合することを示すために

基本設計方針から詳細設計に展開すべき事項として必要な評価対象とな

る施設、評価方法（評価条件、判断基準）、評価結果等を示す。

 基本設計方針から詳細設計に展開すべき事項を抜けなく展開するものと

し、基本設計方針や仕様表に記載される内容および設備仕様により、要

求仕様が満足されていることを具体的に評価・説明する。

 記載内容については、事業変更許可申請書の添付書類、安全審査時に作

成した整理資料の記載をもとに検討するものとし、記載程度等について

は、先行する発電炉の記載を参考とする。

（補足説明資料） 

 添付書類等に示す設計を行う根拠や、設計条件として採用している数値

のエビデンス、一般産業品に適用する規格基準等、設備設計の妥当性を

示すためのバックデータを示す。

 特に、事業変更許可で示した基本的概念を判断基準に展開した具体的根

拠、評価方法の妥当性等が、詳細設計の妥当性を示すうえで重要となる

ことから、根拠となる規格・基準、試験データ等をもとに説明する。

 上記結果に基づき、技術基準の条文ごとに申請対象設備との関係を踏まえ

て基本設計方針（事業変更許可申請書を踏まえて記載すべき事項の抽出、

発電炉との比較）、添付書類（基本設計方針を踏まえて記載すべき事項の展

開、発電炉との比較）、補足説明資料（添付書類の根拠等として補足すべき

事項の抽出結果、発電炉との比較）の記載事項等を明確にする。（添付－

１、添付－２ 参照）

 申請対象設備として、事業変更許可申請書との整合性、技術基準適合性の

観点で必要な設備を網羅的に抽出する。この際、特に、系統として安全機

能を達成する設備に対して、技術基準の適合性との関係を踏まえて、系統

を構成する機器等から安全機能を達成するために必要な機器等を抽出す

る。

 抽出した申請対象設備と技術基準の適合性として説明すべき事項との組み

合わせを考慮し、分割する各申請書で技術基準適合性の説明可能であるこ

とを前提として、複数の申請書に跨って技術基準適合性を説明する事項、

複数の施設に共通的に関係する事項等に係る分割申請における申請の考え

方を明確にしたうえで、効率的な申請等を考慮した分割申請計画を策定す

る。

以 上 
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別紙 

共通的な補足説明資料において説明する事項 

 共通的な補足説明資料として、「設工認共通事項に関する基本ロジック」に

示した目的を達成するため、資料ごとの相互関係を明確にしたうえで、以

下に示す展開で申請書作成にあたって明確にすべき事項を示すこととす

る。

i. 今回の設工認申請は新規制基準を受け、既設工認から変更する事項に対

して申請を行うことから、それを前提として申請書本文（基本設計方針、

仕様表等）、添付書類（計算書、説明書、添付図面）で記載すべき事項・

記載方法、申請対象設備の選定の考え方および補足説明すべき項目等を、

発電炉の申請を参考に明確にする。（共通０６、共通０７ ）

ii. また、再処理施設等は設工認申請を行う設備が多数あることから、合理的

かつ効率的に設工認申請を行う必要がある。そのため、基本設計方針の設

計要求事項を踏まえて、評価、解析等に対する施設の種類、構造、評価手

法等による類型化の考え方、及び類型化を踏まえた添付書類の展開方法

を明確にする。（共通０６）

iii. 今回の設工認申請は、分割して申請を行うことから、ⅰのアウトプット

（設工認申請書の各書類の記載事項）を踏まえて、複数の申請書に跨って

技術基準適合性を説明する事項、複数の施設に共通的に関係する事項等

に係る分割申請における申請方法を明確にする。（共通０４）

iv. 今回の設工認申請では、申請すべき設備を漏れなく選定し設工認申請書

に示す必要があることから、ⅰのアウトプット（申請対象設備の選定の考

え方）を踏まえて、具体的な申請対象設備の選定を行う。必要に応じて選

定の結果を申請対象設備リストに反映するとともに、ⅰ 、ⅲにフィード

バックし、分割申請計画に反映する。（共通０９）

v. ⅲのアウトプット（複数の構築物、系統、施設に関係する事項等の分割申

請における取扱い）を踏まえて、新規制基準を受けた設工認申請の具体的

な分割申請計画を示す。（共通０５）

vi. ⅲ、ⅴのアウトプット（設工認申請書の各書類の記載事項、複数の申請書

に跨って技術基準適合性を説明する事項等の分割申請方法）を踏まえて、

第１回設工認申請の申請書の構成（基本設計方針の申請範囲、基本設計方

針と添付書類の紐づけ）および補足説明資料として示す事項を明確にす

る。（共通０８）

 分割申請計画の最終的なアウトプットはⅴ（共通０５）となり、第 1回申請

の申請範囲の最終的なアウトプットはⅵ（共通０８）となる。なお、共通０

８と同様のものを今後の分割申請の申請書ごとに作成し、申請範囲を明確に

する。

 前頁の「共通的な補足説明資料において説明する事項」を踏まえ、共通の
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各補足説明資料において明確にする事項を以下に示す。 

【共通０６：本文（基本設計方針、仕様表等）、添付書類（計算書、説明書）、添

付図面で記載すべき事項】 

【共通０７：添付書類等を踏まえた補足説明すべき項目の整理】 

 新規制基準を受けた設工認申請では、既設工認に対して変更申請を行うこ

とから、それを前提とした申請書本文（基本設計方針、仕様表等）、添付書

類（計算書、説明書）、添付図面で記載すべき事項・記載方法を、発電炉の

申請を参考に明確にする。

 基本設計方針については、発電炉で実績のある前後表形式での記載方針、

許可整合を踏まえた記載すべき事項の抽出の考え方を示すとともに、既工

認等をもとにした変更前の記載方針を明確にする。

 仕様表については、変更申請における変更事項を明確にすることに加え、

申請対象設備の選定の考え方を明確にし、仕様表対象となる設備に対し発

電炉の実績を踏まえた技術基準への適合性を示すための仕様表記載事項を

明確にする。

 添付書類については、基本設計で示した設計の基本的な概念を設計の目的

を踏まえて詳細設計に展開するための実施方法、添付書類記載事項を踏ま

えた補足説明資料として説明すべき事項の抽出方法を明確にする。

 基本設計方針での設計の要求事項を踏まえ評価手法、解析方法等に対して

施設の種類、構造、評価手法等により類型化する考え方および類型化を踏

まえた添付書類の展開方法を明確にする。

 また、申請書の各書類での記載程度については、発電炉との比較により適

正化を図る方法を展開する。

 なお、今回の変更申請においては、設計変更が生じない事項もあることか

ら、変更のない設計事項に対する添付書類の示し方を明確にする。

【共通０１：１項申請と２項申請の区分】 

【共通０２：事業変更許可申請書で新規制基準を受けて追加等した項目の明確

化】 

【共通０３：（技術基準規則）新規制基準を受けて追加等された要求事項及び変

更等した項目の明確化】 

 １項、２項の申請区分の考え方を明確にするとともに、新規制基準を受け

て追加等した要求事項を踏まえた設計変更の内容等を抽出する。

 この結果は、共通０６における申請書記載事項の明確化を行う際の前提と

して活用する。

【分割申請における考え方（共通０４）】 

 共通０６のアウトプットである設工認申請の各書類の記載方針をもとに、

共通０１～共通０３にて整理を行った結果を踏まえ、分割申請において、

複数の構築物、系統、施設に関係する事項等の分割申請における取扱いを

明確にする。
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 基本設計で示した設計の基本的な概念を設計の目的を踏まえて詳細設計に

展開する際に、複数の構築物、系統、施設に関係する事項等の分割申請に

おける取扱いとして、火災、溢水等の具体的事例をもとに設工認申請にお

ける展開方法を示す。

 分割申請を行う際に事業者として考慮が必要な事項（工事工程、設計進捗

等）の分割申請における取扱いを明確にする。

 共通０２、共通０３における新規制基準に基づき要求事項が追加等された

条文及び要求内容、規則の変更によらず設計変更等した事項の整理を行っ

た結果を踏まえ、事業許可基準規則と技術基準規則との関係を各々の規則

の条文を紐づけすることにより、変更要求の変更申請における取扱い方法

を明確にする。

 共用設備の分割申請における取扱いについて、具体的事例をもとに設工認

申請における展開方法を示す。

【申請対象設備の選定（共通０９）】 

 共通０６のアウトプットである申請対象設備の選定の考え方を踏まえて、

具体的に申請対象設備の選定を行う。

 選定作業の主要な作業となる設計図書の色塗り作業の方法を示すとともに、

選定作業の作業ステップ等を示す。

 必要に応じ申請対象設備の選定結果を共通０６、共通０４の検討事項にフ

ィードバックし、１項、２項の区分、新規制基準を受けて追加等した要求

事項を踏まえた設計変更の内容等を踏まえて、分割申請計画および設備リ

ストに反映する。

【共通０５：工事工程等を踏まえた分割申請計画】 

 共通０４で明確にした複数の構築物、系統、施設に関係する事項等の分割

申請における取扱い等を踏まえ、新規制基準を受けた設工認申請の具体的

な分割申請計画を示す。

 分割申請計画においては、１項、２項の申請区分、それを踏まえた分割申

請数に加え、施設・系統ごとに変更申請における変更事項を明確にする。

【共通０８：第 1回申請の申請書の構成】 

 共通０６と共通０４で明確にした申請書の各項目での記載事項、複数の構

築物、系統、施設に関係する事項等の分割申請における取扱い等を踏まえ、

第１回申請の基本設計方針の申請範囲、基本設計方針と添付書類の紐づけ、

補足説明資料として示す事項を明確にする。

以 上 
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添付－1

共通　補足説明資料の全体構成

共通０４：設工認の申請計画の考え方

共通０６：本文（基本設計方針、仕様表等）、添付書類（計算書、説明書）、添付図面で記載すべき事項

共通０７：添付書類等を踏まえた補足説明すべき項目の明確化

共通０８：第1回申請の申請書の構成

工事工程、設計進捗等の分割申請での考慮

複数の構築物、系統、施設に関係する事項等の分割申請における取扱い

（設備に対する設計要件に加え、当該設備以外からの影響評価等が必要な

事項、複数の構築物、系統、施設に関係する事項等）

共用設備の分割申請での取り扱い

基本設計方針、仕様表等で記載すべき事項の考え方

発電炉との比較等による基本設計方針、添付書類での記載

のチェック

添付書類記載事項からの展開による補足説明が必要な事項の整理

発電炉との比較による補足説明が必要な事項の抜け漏れチェック

基本設計方針記載事項から添付書類へ展開すべき事項の

整理の考え方、変更しない添付書類の扱い

第１回申請の申請対象設備を踏まえた基本設計方針の申請範囲

基本設計方針と添付書類の紐づけ

補足説明資料の対象

基本設計方針から添付書類への展開（サン

プル）

基本設計方針、添付書類に係る発電炉との

比較（サンプル）

補足説明すべき項目の整理（サンプル）

分割申請における申請書の分冊数

申請書ごとの申請予定時期

分割申請を行う理由

各申請書で申請する内容

類型化展開の考え方

共通11：使用前事業者検査の実施方針

共通０９：申請対象設備の選定

共通０５：工事工程等を踏まえた分割申請計画（分割申請数、

申請予定時期、分割の理由）

共通０１：１項申請と２項申請の区分

１項申請、２項申請区分けの考え方

施設ごとの１項申請、２項申請の区分

共通０２：事業変更許可申請書で新規制基準を受け

て追加等した項目の明確化

事業許可基準規則の要求事項変更条文、変更事項

事業許可基準規則の変更内容によらず設計変更した事項

共通０３：（技術基準規則）新規制基準を受けて追加等

された要求事項及び変更等した項目の明確化

技術基準規則の要求事項変更条文、変更事項

技術基準規則の変更内容によらず設計変更した事項

許可整合、技術基準規則要求等により設工認で変

更が必要な事項、複数の申請書で分割する条文、

共通的な条文の分割申請での取り扱い等

各個別の技術的事項の説明

➀本文【基本設計方針（全体、第1回申請範囲の抽出、発電

炉との比較）、仕様表】、②添付書類に記載すべき事項

（基本設計方針からの添付書類への展開、発電炉との比較

を含む）、③補足説明資料の項目

共通10：全般的な品質管理方針

類型化展開（サンプル）

直接アクセスできない箇所に対する使用前事業者検査の実施方針

腐食等を考慮した判定基準の設定

核燃料物質等を用いた検査における設備使用範囲の設定

設備選定の基本方針、仕様表対象機器設定の考え方、

設工認で変更が必要な事項の設備単位での展開

※資料間で繰り返し相互確認を行う

⇒「共通０６：本文（基本設計方針、仕様表等）、

添付書類（計算書、説明書）、添付図面で記載すべ

き事項」でまとめた考え方等は、ガイド等の作成方

針を定める書類に反映
変更要求の分割申請における取扱い

ⅰ、ⅱ
ⅰ

ⅲ

ⅳ

ⅴ

ⅵ

申請対象設備の選定の考え方
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共通０６：本文（基本設計方針、仕様表等）、添付書類（計算書、説明書）、添付図面で記載すべき事項

基本設計方針、仕様表等で記載すべき事項の考え方

発電炉との比較等による基本設計方針、添付書類での記載のチェック

基本設計方針記載事項から添付書類へ展開すべき事項の整理の考え方、
変更しない添付書類の扱い

基本設計方針から添付書類への展開（サンプル）

基本設計方針、添付書類に係る発電炉との比較（サンプル）

類型化展開の考え方

添付書類に記載すべき事項（基本設計方針からの添付書類へ
の展開、発電炉との比較を含む）

類型化展開（サンプル）

申請対象設備の選定の考え方

本文【基本設計方針（全体、第1回申請範囲の
抽出、発電炉との比較）】

補足説明資料の項目

別紙１：基本設計方針の許可整合性、炉との比較
別紙２：基本設計方針の申請書単位での展開表

別紙３：①基本設計方針の記載ごとに要求種別と添付書類へ
展開する事項の分類を区分け
別紙４：②基本設計方針で対象申請書での申請の対象となる
範囲を抽出
別紙５：③申請範囲とした基本設計方針の添付書類への展開
別紙６：「添付書類の発電炉との比較」
参考 添付書類 目次

各個別の技術的事項の説明（各条文）

別紙７：補足説明すべき項目の抽出結果

別紙８：変更前記載事項の既工認等との紐づけ

共通０８：第1回申請の申請書の構成

補足説明資料（これまで説明していた事項から
の追加事項）

補足説明資料：基本設計方針、添付書類に記載すべき事項、補足説明資料と
して説明すべき事項の整理結果（共通０６を受けた個別条文での対応）

添付－２
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設工認に係る補足説明資料

基本設計方針、添付書類、補
足説明項目への展開

（〇〇〇）

別紙１ 基本設計方針の許可
整合性、発電炉との比較

別紙２ 基本設計方針の申請
書単位での展開表

別紙３ 基本設計方針の記載
ごとに要求種別と添付書類へ
展開する事項の分類を区分け

別紙４ 基本設計方針で対象
申請書での申請の対象となる

範囲を抽出

別紙５ 申請範囲とした基本
設計方針の添付書類への展開

別紙６ 添付書類の発電炉と
の比較

別紙７ 補足説明すべき項目
の抽出結果

別紙８ 変更前記載事項の既
工認等との紐づけ

参考 添付書類 目次

各条文での補足説明資料 00のパッケージ

〇〇-00-1

再処理：00－1
ＭＯＸ：00－2
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別紙１ 基本設計方
針の許可整合性、発

電炉との比較

事業変更許可 本文、
添付書類の記載をも
とに設定した基本設
計方針と発電炉の基
本設計方針を比較し、
記載程度の適正化等
を図る

対応する記載がないもの
については、施設固有の
ものなど差の理由を備考
に記載する（備考欄に記
載が難しい場合や対応す
る記載箇所との関係をわ
かりやすくするために吹
き出しで示す場合もあ
る）。

項目単位で発電炉の基本設計
方針との比較を行い、同程度
の記載がある場合は黄色の
ハッチングを行う。対応する
記載がないものについては、
施設固有のものなど差の理由
を備考に記載する。

発電炉との比較の結果、記載を
追加する等の対応が必要と思わ
れる箇所については赤字等で記
載の修正案を示す。
※最終的な修正後の基本設計方
針については共通08の別紙と
して示す。 9



別紙２ 基本設計
方針の申請書単位

での展開表

基本設計方針および要求種別 主な設備、仕様表記載項目、申請回次等

基本設計方針の項目ごとに要求
種別、対象設備、添付書類等へ
の展開事項の分類、第1回申請の
対象、第２回以降の申請書ごと
の対象設備を展開

基本設計方針の項目ごとに第1回申請の対象、第２回以降の申請書ごとの対象設備を記
載⇒設備と基本設計方針との関係を踏まえて設備リストの技術基準条文の展開を設定
※設置要求：基本設計方針を受けて設置すべき機器等の具体的名称を記載
※機能要求➀、機能要求②：基本設計方針を受けて設計を達成する対象となる系統、
設備名称を記載
※再、Ｍ共通：機能要求②を達成するための仕様表対象機器を共通09に基づく設計図
書等の色塗り作業で抽出
※再：機能要求➀、設置要求に該当する機器を既認可の系統図等を色塗り作業で抽出
なお、再処理施設については対象設備が膨大であるため、本表上は系統単位で表記

要求種別については基本設計方
針での要求内容、発電炉での実
例を踏まえて設定
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別紙３ 基本設計方針
の記載ごとに要求種別
と添付書類へ展開する
事項の分類を区分け

別紙２の基本設計方針の展開表から、
展開事項までの抜き出し、この後の添
付書類への展開に繋げる
※記載範囲は、対象条文の基本設計方
針を全て示す

11



別紙４ 基本設計方針で
対象申請書での申請の対
象となる範囲を抽出

別紙２の基本設計方針の展開表を
もとに第1回申請対象と第２回以降
の申請対象の仕分けを行う。

第1回申請対象項目は青枠
で示す。
※要求種別の冒頭宣言や定
義等の共通的な事項は当該
条文の基本方針を最初に示
す申請書で対象とする。
※設置要求、機能要求等の
具体的な個別設備の設計方
針を示す基本設計方針につ
いては、当該設備を申請す
る申請書で対象とする。

第1回申請対象にならない項目
に対して、第２回以降の申請
で対象となる設備を記載

12



別紙５ 申請範囲と
した基本設計方針の
添付書類への展開

別紙４で第1回申請対象とした基本設計方針の項目に
対して、展開事項の分類をもとに、添付書類単位で
記載すべき事項を展開する。

展開事項を起点として添付書類との紐付けを
行う
※展開事項：基本方針⇒添付書類：基本方針

基本設計方針の記載をもとに添付書類
として記載すべき事項を示す。
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別紙６ 添付書類の発
電炉との比較

添付書類の記載内容に対して項
目単位でその記載程度を発電炉
と比較し、記載すべき事項の抜
けや論点として扱うべき差がな
いかを確認する
※規則の名称、添付書類の名称
など差があることが明らかな項
目は比較対象としない。⇒概要
などは比較対象外

記載の差がプラント固有の事項で生じ
ている場合は、二重下線を引く
記載の差であってプラント固有に該当
しないものは下線を引く

差に対して記載の変更が必
要と判断した場合はその旨
を記載し、修正案を示す。
差に対して記載修正が必要
なく、新たな論点が生じる
ものではない場合はその旨
を示す。
また、記載位置が異なるが、
記載がある場合はその旨を
記載する。

記載の比較は段落単位等のある程
度まとまった単位で行い、文章の
記載内容の差があっても基本設計
方針からの展開として差が生じて
いるものなどは差の対象としない
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別紙７ 補足説明すべ
き項目の抽出結果

説明が必要な項目

1

d. 火山
安全機能を有する施設は，MOX燃料加工施設の運用期間中においてMOX燃料加工施設の安全機能
に影響を及ぼし得る火山事象として，事業許可(変更許可)を受けた降下火砕物の特性を設定
し，その降下火砕物が発生した場合においても，安全機能を損なわない設計とする。
降下火砕物から防護する施設(以下「降下火砕物防護対象施設」という。)としては，安全評価
上その機能を期待する構築物，系統及び機器を漏れなく抽出する観点から，安全上重要な機能
を有する構築物，系統及び機器を抽出し，降下火砕物により臨界防止及び閉じ込め等の安全機
能を損なわないよう機械的強度を有すること等により，安全機能を損なわない設計とする。
上記に含まれない安全機能を有する施設については，降下火砕物に対して機能を維持すること
若しくは降下火砕物による損傷を考慮して代替設備により必要な機能を確保すること，安全上
支障がない期間での修理を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることにより，その安全機
能を損なわない設計とする。
重大事故等対処設備は，「8.1.5   環境条件等」を考慮した設計とする。
また，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事故等対処設備のうち安全上重要
な施設以外の安全機能を有する施設と兼用する常設重大事故等対処設備は，火山の影響による
損傷を考慮して，代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修理等
の対応を行うこと，関連する工程の停止等又はそれらを適切に組み合わせることで，重大事故
等に対処するための機能を損なわない設計とする。

Ⅴ-1-1-1-3
火山への配慮に関す
る説明書

【降下火砕物により防護する施設】
・安全上重要な構築物、系統及び機器を抽出し、降下火砕物により臨界防止及び閉じ込め等
の安全機能を損なわないよう機械的強度を有すること等により安全機能を損なわない設計と
する。
【設計対処施設等の選定】
・屋内に設置している降下火砕物防護対象施設は、収納する建屋を設計対処施設とする。
・降下火砕物を含む流路となる降下火砕物防護対象施設を設計対処施設とする。
・外気から取り入れた屋内の空気を機器内に取り込む機構を有する降下火砕物防護対象施設
を設計対処施設とする。
・建屋内の降下火砕物防護対象施設への影響を防止するため，気体廃棄物の廃棄設備の給気
設備及び非管理区域換気空調設備を設計対処施設とする。

・上記に含まれない安全機能を有する施設については，降下火砕物に対して機能を維持する
こと若しくは降下火砕物による損傷を考慮して代替設備により必要な機能を確保すること，
安全上支障がない期間での修理を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることにより，そ
の安全機能を損なわない設計とする。
・降下火砕物より防護すべき施設は，降下火砕物防護対象施設及び重大事故等対象設備とす
る。

降下火砕物により防護する施設、設計対象施設等の選定が網羅的
に行われていることの説明
⇒降下火砕物の影響を考慮する施設の選定
→安全審査時の整理資料のまとめ直し

2
なお，定期的に新知見の確認を行い，新知見が得られた場合に評価する手順を整備することを
保安規定に定める。

3

(a) 防護設計における降下火砕物の特性の設定
設計に用いる降下火砕物は事業許可(変更許可)を受けた層厚55cm，密度1.3g/cm3(湿潤状態)と
設定する。

Ⅴ-1-1-1-3
火山への配慮に関す
る説明書

【設計に用いる降下火砕物特性】
降下火砕物の設計条件については，事業許可(変更許可)を受けた層厚55cm，密度1.3g/cm3(湿
潤状態)として設定する。

許可と同じの降下火砕物の条件を用いており，補足すべき事項は
ない。

4

(b) 降下火砕物に対する防護対策
降下火砕物防護対象施設は，降下火砕物による直接的影響及び間接的影響に対して，以下の適
切な措置を講ずることで安全機能を損なわない設計とする。
なお，粒子の衝撃荷重による影響については，竜巻の設計飛来物の影響に包絡される。

Ⅴ-1-1-1-1　加工施
設の自然現象等に対
する損傷の防止に関
する説明書

Ⅴ-1-1-1-3
火山への配慮に関す
る説明書

【自然現象に対する具体的な設計上の考慮】
説明内容の包含関係について説明する。

【構造物への粒子の衝突に対する設計方針】
構造物への粒子の衝突を考慮する施設は，構造物への降下火砕物の粒子の衝突の影響によ
り，安全機能を損なわない設計とする。
なお，粒子の衝撃荷重による影響については，竜巻の設計飛来物の影響に包絡される。

5

イ. 直接的影響に対する設計方針
(イ)構造物への静的負荷
降下火砕物防護対象施設を収納する建屋である燃料加工建屋は，設計荷重(火山)の影響によ
り，安全機能を損なわない設計とする。

6

降下火砕物に対する防護設計を行うために，降下火砕物を湿潤状態とした場合における荷重，
個々の施設に通常時に作用している荷重，運転時荷重及び火山と同時に発生し得る自然現象に
よる荷重を組み合わせた荷重(以下「設計荷重(火山)」という。)を設定する。
また，火山と同時に発生し得る自然現象による荷重については，火山と同時に発生し得る自然
現象が与える影響を踏まえた検討により，風(台風)及び積雪による荷重を考慮する。
なお，組み合わせる積雪深は150cmとする。

7

降下火砕物防護対象施設は全て燃料加工建屋に収納し，降下火砕物防護対象施設を収納する建
屋である燃料加工建屋は，当該施設に要求される機能に応じて適切な許容荷重を設定し，設計
荷重(火山)に対して安全余裕を有することにより，構造健全性を失わず，安全機能を損なわな
い設計とする。

8

なお，降下火砕物が長期的に堆積しないよう当該施設に堆積する降下火砕物を除去する手順を
整備することを保安規定に定めることから，降下火砕物による荷重を短期に生じる荷重として
扱う。

基本設計方針 添付書類

Ⅳ-3　火山への配慮
が必要な施設の強度
に関する計算書

【構造強度の設計方針】
・降下火砕物堆積時の機能維持を考慮して、部材又は建物全体として構造健全性を維持する
設計とする。
【荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界】
・通常時に作用している荷重、降下火砕物の堆積による荷重、積雪荷重、風荷重を考慮し、
これを組みあせた荷重とする。
・構造健全性を維持することを性能目標として、屋根に対して終局耐力に対して妥当な安全

裕度を有する許容限界を設定、耐震壁に対して、最大せん断ひずみ2.0×10-3を許容限界とす
る。
【強度評価方法】
・降下火砕物等堆積による鉛直荷重を短期荷重とする。
⇒上記以外に評価部位の設定等がある

・降下火砕物の堆積による荷重を短期荷重とするために，降下火砕物を適切に除去すること
を保安規定に定める。

安全機能を損なわない設計とすること等に対する詳細設計として
展開した設計方針、許容限界の設定、強度評価方法等に対する許
可整合の説明や設定等の妥当性を説明するために必要な事項
⇒許容限界の設定

基本設計方針を起点とし
て、添付書類での記載事
項に対して補足が必要な
事項を展開する。
発電炉の補足説明資料の
実績との比較を行い、添
付書類等から展開した補
足説明資料の項目に追加
すべきものを抽出する
（次ページ）

第1回申請対象となる基本設
計方針を記載

添付書類で何を説明すべきか、またそ
の添付書類の内容をもとに補足すべき
事項が何かを示す。
“⇒”で示してる項目が添付書類の記載
事項をもとに補足が必要な事項を抽出
した結果

基本設計方針から展開される添
付書類（別紙５の展開）で記載
する事項を示す
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第1回対象
第２Gｒ

(2項変更②)
第２Gｒ

(1項新規①)
第３Gｒ

(2項変更③)
第３Gｒ

(1項新規②)
第４Gｒ

(2項変更④)
第４Gｒ

(1項新規③)
火山への配慮に関する基本方針 １．降下火砕物の影響を考慮する施設の選定
降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針 ２．降下火砕物の影響を考慮する施設の影響評価 1. 降下火砕物の影響を考慮する施設の選定について 〇 － － － － － －

３．建屋に係る影響評価 2. 降下火砕物の凝集による閉塞の影響について（水分による凝縮の影響） － － 〇 － － － 〇
（１）許容限界の設定の考え方 2.1 概要 － － 〇 － － － 〇
（２）防雪フードによる降下火砕物の侵入に対する考慮 2.2 水循環系の閉塞への影響 － － － － － － －
（３）外壁塗装による腐食への考慮 2.3 機械系，電気系及び計測制御系の機械的影響（閉塞）への影響 － － 〇 － － － 〇
４．換気空調設備及び非常用所内電源設備に係る影響評価 1. 降下火砕物の影響を考慮する施設の影響評価について 〇 － － － － － －
（１）フィルタの性能等に関する説明 1.1 概要 〇 － － － － － －
（１）非常用発電機の防食処理に関する説明 1.2 影響因子を考慮した施設分類 〇 － － － － － －
（１）許容限界の設定の考え方 別紙－1　建屋に係る影響評価 〇 － － － － － 〇

参考資料-1：原子力発電所で使用する塗料について 〇 － － － － － －

参考資料-2：降下火砕物の金属腐食研究について 〇 － － － － － －

【第1回申請対象】 別紙－2　残留熱除去系海水系ポンプ及び非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレ
イ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポンプに係る影響評価

－ － － － － － －

別紙－3　残留熱除去系海水系ストレーナ及び非常用ディーゼル発電機（高圧炉心ス
プレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ストレーナ（下流設備含む）に係る影
響評価

－ － － － － － －

火山への配慮に関する基本方針 １．降下火砕物の影響を考慮する施設の選定 別紙－4　海水取水設備に係る影響評価 － － － － － － －
降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針 ２．降下火砕物の影響を考慮する施設の影響評価 別紙－5　計測御設備（安全保護系）に係る影響評価 － － 〇 － － － 〇

３．建屋に係る影響評価 別紙－6　換気空調設備に係る影響評価 － 〇 － － － 〇

（１）許容限界の設定の考え方
別紙－7　非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含
む。）に係る影響評価

－ － 〇 － － － 〇

（２）防雪フードによる降下火砕物の侵入に対する考慮 別紙－8　主排気筒及び非常用ガス処理系排気筒に係る影響評価 － － － － － － －

（３）外壁塗装による腐食への考慮 別紙－9　中央制御室換気系冷凍機防護対策施設に係る影響評価 － － － － － － －

別紙－10　間接的影響の評価結果 － － 〇 － － － －

1. 概要 － － － － － － －
2. 3Ｄ-ＦＥＭモデルの詳細説明 － － － － － － －
3. 評価部位の網羅性及び代表性について － － － － － － －
3.1 原子炉建屋原子炉棟 － － － － － － －
3.1.2 原子炉建屋付属棟 － － － － － － －
4. 主トラスの許容応力値について － － － － － － －

基本設計方針からの展開で抽出された補足説明が必要な項目 発電炉の補足説明資料の説明項目

火山への配慮に関する基本方針に係る補足説明 補足-80 　火山への配慮に関する説明書に係る補足説明資料

補足-80-1【火山への配慮に関する基本
方針に係る補足説明】

補足-80-2【降下火砕物の影響を考慮す
る施設の設計方針に係る補足説明】

火山への考慮が必要な施設の強度（燃料加工建屋）

火山への考慮が必要な施設の強度（換気空調設
備及び非常用所内電源設備）

基本設計方針からの展開で抽出された補足説明が必要な項目

火山への考慮が必要な施設の強度（燃料加工建屋）

火山への配慮に関する基本方針に係る補足説明

補足-460 　火山への考慮が必要な施設の強度に関する説明書に係る補足説明資料

補足-460-1【原子炉建屋の強度計算に係
る補足説明】

前頁で抽出した結果と右の発電炉
からの展開で抽出された補足説明
資料の項目を合わせて全体の補足
説明資料項目を示す

発電炉の補足説明資料の項目に対
して申請書ごとに対象となる項目
の有無を示す。

右側の申請書毎の展開等を踏まえ
て、第1回申請に必要となる補足説
明の項目を示す。

第1回申請の対象となる補足説明資料の項目を集約してスケジュールに反映
16



別紙８ 変更前記載事項
の既工認等との紐づけ

基本設計方針の変更前の記載事
項に対し、既認可等との紐づけ
を示す
※本別紙は、変更後の記載の確
認を行った後に示す。具体的に
は、別紙１による基本設計方針
記載事項の確定後

変更前の記載は、変更後の記載事項
から記載の適正化で対応可能な部分
を抜き出して記載

項目単位で変更前の記載と変更がない場合は、変更なし
とする。
変更がある項目のみ変更後に記載される。
⇒現状上記の記載方法に沿っていないものがあるため、
見直しを行った後に提出（00シリーズの資料としては当
該別紙は追而とする）
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参考 添付書類 目次

条文ごとに添付書類（説明書単
位）の全体の目次と目次の項目
ごとにどの申請書で対象となる
かを示す。

説明書単位での目次全体像

基本設計方針からの展開を踏まえて、対象となる申請書に“〇”をつける
※第1回申請対象にならない箇所は、設工認申請書では目次の該当箇所に
後次回申請であること、後次回申請となる理由を示す。
※複数回次に〇がつく箇所は、設工認申請書の該当項目において、当該項
目に係る記載は第1回申請の対象のみであること、後次回申請としてどの
ような設備を対象として説明項目があるかを示す。
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設備選定の作業展開
（共通０９）
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①基本設計方針の項目から機能要求②の要求種別を抜き出し、技術基準規則の条項と紐づけ
②①で紐づけした系統、設備の設計図書等を対応する技術基準等の要求事項を踏まえて色塗りすることにより、機能、性能を
達成するために必要な機器等を抽出する
➂抽出した機器等をリスト化（機器等の名称、配管はFrom-to単位でのリスト⇒仕様表の記載名称と一致
⇒設計図書等の色塗り作業による機器等（特に、物量が膨大な主配管等）の抽出作業は、分割申請計画の申請タイミングを踏
まえて段階的に実施する。

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

機器等の抽出(細分化）

20



基本設計方針：廃棄施設【低レベル廃液処理設備】
低レベル廃液処理設備は，分析設備の分析済液処理装置から発生する廃液，試薬調整器具の洗浄水等及び放出管理分析設備から発生する廃液並
びに管理区域内で発生する空調機器ドレン水等を区分して，それぞれ低レベル廃液処理設備の検査槽に受け入れ，廃液中に含まれて放出される
放射性物質を合理的に達成できる限り少なくするため，必要に応じて，希釈，ろ過又は吸着の処理を行い，廃液貯槽に送液する設計とする。
廃液貯槽で受け入れた廃液は，必要に応じて，希釈，ろ過又は吸着の処理を行い，廃液中の放射性物質の濃度が線量告示に定められた周辺監視
区域外の水中の濃度限度以下であることを確認した後，排水口から排出する設計とする。

上記基本設計方針（要求種別：機能
要求②）を達成するために必要な配
管の範囲、機器等を設計図書から抽
出する

閉じ込めの技術基準規則に対応する
オープンポートボックス、漏えい検
知器等は、個別の仕様表対象機器と
なることから単体で抽出作業を実施
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【主要弁等の抽出】
No 施設区分 設備区分 許可名称 設工認名称 機器番号 図書番号等 安重 SA 備考

1 放射性廃棄物の廃棄施設 低レベル廃液処理設備 検査槽 イオン系廃液検査槽Ａ PA0172-V-11 PM-0172-4421-012R11　【液廃(J)EFD 6/15】 － －

2 放射性廃棄物の廃棄施設 低レベル廃液処理設備 検査槽 イオン系廃液検査槽ポンプＡ PA0172-P-1111 PM-0172-4421-012R11　【液廃(J)EFD 6/15】 － －

3 放射性廃棄物の廃棄施設 低レベル廃液処理設備 検査槽 イオン系廃液検査槽Ｂ PA0172-V-12 PM-0172-4421-012R11　【液廃(J)EFD 6/15】 － －

4 放射性廃棄物の廃棄施設 低レベル廃液処理設備 検査槽 イオン系廃液検査槽ポンプＢ PA0172-P-1112 PM-0172-4421-012R11　【液廃(J)EFD 6/15】 － －

5 放射性廃棄物の廃棄施設 低レベル廃液処理設備 検査槽 固体系廃液検査槽Ａ PA0172-V-61 PM-0172-4421-016R11　【液廃(J)EFD 10/15】 － －

6 放射性廃棄物の廃棄施設 低レベル廃液処理設備 検査槽 固体系廃液検査槽ポンプＡ PA0172-P-6111 PM-0172-4421-016R11　【液廃(J)EFD 10/15】 － －

7 放射性廃棄物の廃棄施設 低レベル廃液処理設備 検査槽 固体系廃液検査槽Ｂ PA0172-V-62 PM-0172-4421-016R11　【液廃(J)EFD 10/15】 － －

8 放射性廃棄物の廃棄施設 低レベル廃液処理設備 検査槽 固体系廃液検査槽ポンプＢ PA0172-P-6112 PM-0172-4421-016R11　【液廃(J)EFD 10/15】 － －

9 放射性廃棄物の廃棄施設 低レベル廃液処理設備 吸着処理装置 吸着処理前槽 PA0172-V-20 PM-0172-4421-013R13　【液廃(J)EFD 7/15】 － －

10 放射性廃棄物の廃棄施設 低レベル廃液処理設備 吸着処理装置 吸着処理前槽ポンプ PA0172-P-2010 PM-0172-4421-013R13　【液廃(J)EFD 7/15】 － －

11 放射性廃棄物の廃棄施設 低レベル廃液処理設備 吸着処理装置 吸着処理塔A PA0172-T-21 PM-0172-4421-013R13　【液廃(J)EFD 7/15】 － －

12 放射性廃棄物の廃棄施設 低レベル廃液処理設備 吸着処理装置 吸着処理後フィルタA PA0172-F-2110 PM-0172-4421-013R13　【液廃(J)EFD 7/15】 － －

13 放射性廃棄物の廃棄施設 低レベル廃液処理設備 吸着処理装置 吸着処理塔B PA0172-T-22 PM-0172-4421-013R13　【液廃(J)EFD 7/15】 － －

14 放射性廃棄物の廃棄施設 低レベル廃液処理設備 吸着処理装置 吸着処理後フィルタB PA0172-F-2210 PM-0172-4421-013R13　【液廃(J)EFD 7/15】 － －

15 放射性廃棄物の廃棄施設 低レベル廃液処理設備 吸着処理装置 吸着処理後槽 PA0172-V-30 PM-0172-4421-013R13　【液廃(J)EFD 7/15】 － －

16 放射性廃棄物の廃棄施設 低レベル廃液処理設備 吸着処理装置 吸着処理後槽ポンプ PA0172-P-3010 PM-0172-4421-013R11　【液廃(J)EFD 7/15】 － －

17 放射性廃棄物の廃棄施設 低レベル廃液処理設備 ろ過処理装置 ろ過処理前槽 PA0172-V-70 PM-0172-4421-017R11　【液廃(J)EFD 11/15】 － －

18 放射性廃棄物の廃棄施設 低レベル廃液処理設備 ろ過処理装置 ろ過処理前槽ポンプ PA0172-P-7010 PM-0172-4421-017R11　【液廃(J)EFD 11/15】 － －

19 放射性廃棄物の廃棄施設 低レベル廃液処理設備 ろ過処理装置 ろ過処理前フィルタ PA0172-F-7110 PM-0172-4421-017R11　【液廃(J)EFD 11/15】 － －

20 放射性廃棄物の廃棄施設 低レベル廃液処理設備 ろ過処理装置 第１ろ過処理装置 PA0172-M-71 PM-0172-4421-017R11　【液廃(J)EFD 11/15】 － －

21 放射性廃棄物の廃棄施設 低レベル廃液処理設備 ろ過処理装置 第２ろ過処理装置 PA0172-M-72 PM-0172-4421-017R11　【液廃(J)EFD 11/15】 － －

22 放射性廃棄物の廃棄施設 低レベル廃液処理設備 ろ過処理装置 精密ろ過装置 PA0172-M-7210 PM-0172-4421-017R11　【液廃(J)EFD 11/15】 － －

23 放射性廃棄物の廃棄施設 低レベル廃液処理設備 ろ過処理装置 限外ろ過装置 PA0172-M-73 PM-0172-4421-017R11　【液廃(J)EFD 11/15】 － －

24 放射性廃棄物の廃棄施設 低レベル廃液処理設備 ろ過処理装置 ろ過処理後槽 PA0172-V-80 PM-0172-4421-017R11　【液廃(J)EFD 11/15】 － －

25 放射性廃棄物の廃棄施設 低レベル廃液処理設備 ろ過処理装置 ろ過処理後槽ポンプ PA0172-P-8010 PM-0172-4421-017R11　【液廃(J)EFD 11/15】 － －

26 放射性廃棄物の廃棄施設 低レベル廃液処理設備 廃液貯槽 廃液貯槽Ａ PA0172-V-91 PM-0172-4421-018R13　【液廃(J)EFD 12/15】 － －

27 放射性廃棄物の廃棄施設 低レベル廃液処理設備 廃液貯槽 廃液貯槽ポンプＡ PA0172-P-9111 PM-0172-4421-018R13　【液廃(J)EFD 12/15】 － －

28 放射性廃棄物の廃棄施設 低レベル廃液処理設備 廃液貯槽 廃液貯槽ポンプＢ PA0172-P-9112 PM-0172-4421-018R13　【液廃(J)EFD 12/15】 － －

29 放射性廃棄物の廃棄施設 低レベル廃液処理設備 廃液貯槽 廃液貯槽Ｂ PA0172-V-92 PM-0172-4421-018R13　【液廃(J)EFD 12/15】 － －

30 放射性廃棄物の廃棄施設 低レベル廃液処理設備 廃液貯槽 廃液貯槽Ｃ PA0172-V-93 PM-0172-4421-018R13　【液廃(J)EFD 12/15】 － －

31 放射性廃棄物の廃棄施設 低レベル廃液処理設備 吸着処理オープンポートボックス 吸着処理オープンポートボックス PA0172-B-10701 PM-0172-4421-013R13　【液廃(J)EFD 7/15】 － －

32 放射性廃棄物の廃棄施設 低レベル廃液処理設備 ろ過処理オープンポートボックス ろ過処理オープンポートボックス PA0172-B-20701 PM-0172-4421-017R11　【液廃(J)EFD 11/15】 － －

33 放射性廃棄物の廃棄施設
低レベル廃液処理設備,海洋放出管理
系

低レベル廃液処理設備,海洋放出管理系 主配管（耐震Ｃクラス） PM-0172-4421-012,13,16～19　【液廃(J)EFD】
－ － 主配管の設定にて詳細化

系統図中の番号を展開
（四角番号 １，２・・・）
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機器、配管等の抽出結果
を仕様表、設備リストに
展開（配管等は、設備リ
ストでは一式で記載）
（丸番号①，②・・・）

No 施設区分 設備区分 認可名称 主配管等名称

1放射性廃棄物の廃棄施設 低レベル廃液処理設備

主配管
（耐震Cクラス）

主配管（イオン系廃液検査槽A,B～イオン系廃液検査槽ポンプA,B～廃液貯槽
A,B,C,吸着処理前槽）

2放射性廃棄物の廃棄施設 低レベル廃液処理設備

主配管
（耐震Cクラス）

主配管（固体系廃液検査槽A,B～固体系廃液検査槽ポンプA,B～廃液貯槽A,B,C,ろ
過処理前槽）

3放射性廃棄物の廃棄施設 低レベル廃液処理設備

主配管
（耐震Cクラス）

主配管（吸着処理前槽～吸着処理前槽ポンプ～吸着処理塔A,B～吸着処理後フィ
ルタA,B～吸着処理後槽～吸着処理後槽ポンプ～廃液貯槽A,B,C,ろ過処理前槽）

4放射性廃棄物の廃棄施設 低レベル廃液処理設備

主配管
（耐震Cクラス）

主配管（ろ過処理前槽～ろ過処理前槽ポンプ～ろ過処理前フィルタ～第1ろ過処
理装置～第2ろ過処理装置～精密ろ過装置～限外ろ過装置～ろ過処理後槽～ろ過
処理後槽ポンプ～廃液貯槽A,B,C,吸着処理前槽）

5放射性廃棄物の廃棄施設 低レベル廃液処理設備
主配管
（耐震Cクラス）

主配管（廃液貯槽A,B,C～廃液貯槽ポンプA,B～吸着処理前槽,ろ過処理前槽,排水
口（0172-W3054））

6放射性廃棄物の廃棄施設 低レベル廃液処理設備

主配管
（耐震Cクラス）

主配管（分析済液処理設備境界弁（0167-Ｗ3001）～イオン系廃液検査槽A,B）

7放射性廃棄物の廃棄施設 低レベル廃液処理設備
主配管
（耐震Cクラス）

主配管（排水口～PA/AD境界）
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①基本設計方針の項目から設置要求、機能要求①の要求種別を抜き出し、技術基準規則の条項と紐づけ
②①で紐づけした系統、設備の既認可系統図を対応する技術基準等の要求事項を踏まえて色塗りすることにより、当該要求
に該当する機器等を抽出する
➂抽出した機器等をリスト化⇒基本設計方針に機器名称として展開
⇒系統図等の色塗り作業による機器等の抽出作業は、分割申請計画の申請タイミングを踏まえて段階的に実施する。 25




